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９月２２日（日）に八幡平市総合運動公園を会場とし、子ども向け職業体 
 

令和８年度職員人事異動のお知らせ 

  新年度を迎え４月１日から新体制でスタートしましたので、よろしくお願いいたします。 
■転出職員（岩手県商工会連合会へ異動）      ■転出職員（一戸町商工会へ異動） 
   

広域経営指導員 
総括主幹 浦田 和輝 

（本所勤務） 

 
経営支援員  

副主幹 湯下 美幸 
               （本所勤務） 
 

令和８年度定期人事異動により商工会連合会へ
帰任することとなりましたが、八幡平市でいただい
た皆様からの温かいご指導を忘れず、新しい職場で
も一層精進してまいります。皆様の益々のご健勝と
八幡平市商工会の発展をお祈り申し上げ、離任のご
挨拶とさせていただきます。 

在任中は、巡回や各種事業を通じ会員の皆様から
多くのことを学び、貴重な経験をさせていただきま
した。 

新任地では、八幡平市商工会での経験を活かし、努
めてまいりたいと思います。ありがとうございまし
た。 

■転出職員（遠野商工会へ異動） ■転入職員（二戸市商工会駐在から異動） 
 

経営指導員  
主任 藤平 隼人  
（本所勤務） 

 
広域経営指導員 

副主幹 目黒 紳悟 
                （本所勤務） 
 

 ４月１日より遠野商工会に異動することとなり
ました。八幡平市商工会では１０年間お世話になり
ました。 

八幡平市商工会の発展と会員の皆様のご商売繁
盛を遠野の地からお祈りしております。 

 

浦田総括主幹の後任として８年ぶりに戻ってまい
りました。久しぶりに八幡平市で勤務できることを
とてもうれしく思います。 

県央地区の広域指導員として八幡平市を含む県央
地区７商工会の広域支援をメインに担当させていた
だきますのでよろしくお願いいたします。 

■転入職員（一戸町商工会から異動） ■新採用（令和８年４月１日採用） 
 

経営支援員 
副主幹 浦部 典子  
（本所勤務） 

 
嘱託職員  

石川 則一 
                （本所勤務） 
 

令和８年４月１日より一戸町商工会から異動し
て参りました。八幡平市商工会では４年ぶりの勤務
となります。 

今までの経験を活かし、努めてまいりたいと思い
ますので、ご指導のほどよろしくお願いいたしま
す。 

令和８年４月１日より嘱託職員として勤務してお
ります。 

商工会で３８年間に亘り培ってきた経験を活か
し、会員皆様のお役に立てるよう心機一転して業務
に励んで参る所存ですので、よろしくお願いいたし
ます。 

 

令和８年度八幡平市商工会事務局機構図 （令和８年４月１日）

事務長
（指）経営指導員 　
（支）経営支援員 　
嘱託職員
臨時職員

　（職員計11人）
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昼休みの窓口対応休止について 

このたび、事務局の業務体制見直しに伴い、下記の時間帯につきまして窓口対応を休止

させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。 

なお、電話およびファクス・メールでのご連絡は随時受け付けております。 

会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解とご協力賜りますようよろ 

しくお願い申し上げます。  

 窓口対応休止時間：平日 12 時 00 分〜13 時 00 分  

食料品価格高騰対策事業（共通商品券発行）の実施について 

この度、商工会では原油価格・物価高騰による経費の増加など、厳しい状況下に置かれ

ている地域経済の活性化を目的に、食料品価格高騰対策事業として共通商品券の発行を下

記のとおり実施しております。 

１ 対象    令和８年１月１日時点で八幡平市の住民基本台帳に記録されている者 

２ 配布額   対象者 1 人当たり 8,000 円（1,000 円券×８枚） 

３ 配布方法  世帯主宛てに、世帯員分をまとめてゆうパックで送付 

４ 配布時期  ３月末で配布済 

５ 使用期間  令和８年４月１日～令和８年９月３０日 

６ 回収期限  令和８年１１月３０日（厳守） 

７ 取扱いの留意点 

（１）今回発行の 1,000 円券に係る換金手数料は市の助成により無料とします。 

（２）お客さまから預かった（使用済み）商品券を商工会に持参する際は、お手数でも通

年発行（橙色）と今回発行（青色）の商品券を分け、必ずそれぞれの枚数を確認の

上、お持ちくださるようお願いします。 

（３）回収の締日と送金日は通年発行（橙色）の商品券と同様の扱いとし、合計額をお振

込みします。 

（４）商品券の取り扱いについては、基本的には商工会が発行している商品券と同様です

が、有効期限が９月３０日（水）までとなっておりますことにご注意ください。 

（５）「たばこ」は法律によりプレミアム付商品券で購入できないこととなっておりますの

で、販売の際はご留意ください。 

 
令和８年度通常総会・20 周年記念式典 

開催日(予定)について 
日時：令和８年５月２６日（火）15 時 30 分 場所：八幡平ハイツ   

詳細については、別途ご案内いたします。皆様のご出席をお願いいたします。 

 


